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１．はじめに：ＴＡＣの数量はどうやって決まるのか
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 ＴＡＣの数量は、「資源管理の目標」、「資源量に応じた、目標を実現するために必要な漁獲の強さの

決定ルール（漁獲シナリオ）」、「その年の資源量の予測値」で決まる。

 資源管理の目標と漁獲シナリオは、ステークホルダー会合での議論を踏まえ決まる（その年の資源

量の予測値は、毎年の資源評価の中で算出）。

【TAC管理の流れ】

【 資源調査 】

（行政機関／研究機関／漁業者）

○調査船による調査

• 海洋観測（水温・塩分・海流等）
• 仔稚魚調査（資源の発生状況等）等

○海洋環境と資源変動の関係解明

• 海洋環境と資源変動の因果関係解明に
向けた解析

○資源管理目標等の検討材料
（設定・更新時）

【 資源管理方針 】

（行政機関）

○漁獲・水揚げ情報の収集

○漁獲・水揚げ情報の収集

• 漁獲情報（漁獲量、努力量等）
• 漁獲物の測定（体長・体重組成等）

1.資源管理目標の案
2.目標とする資源水準までの
達成期間、毎年の資源量や
漁獲量等の推移

○資源評価結果（毎年）

• 資源量
• 漁獲の強さ など

関係者の意見を聴く

• ＩＣＴを活用した情報収集

【 資源評価 】

（研究機関）

○漁獲管理規則
（漁獲シナリオ）

• 資源水準の値に応じて漁獲圧力を
決定するルールを定める

○資源管理目標

• ＭＳＹを達成する資源水準の値
（目標管理基準値）

• 乱かくを未然に防止するための値
（限界管理基準値）

【 操業（データ収集） 】

（漁業者）

【 管理措置 】

○ＴＡＣの設定・運用

• ＴＡＣは資源量と漁獲シナリオから研究機関が算定したＡＢＣの
範囲内で設定

• 漁獲の実態を踏まえて実行性の柔軟性を確保

関係者の意見を聴く



数量資源管理の目標等

577トン
目標管理基準値（案）（Target Reference Point：ＴＲＰ）
＝MSYを達成するために維持・回復させるべき目標となる親魚量

329トン
限界管理基準値（案）（Limit Reference Point：ＬＲＰ）
＝下回ってはいけない資源水準の値。（この資源は、ＭＳＹの60％の漁獲量が得られる
親魚量）

534トン2023年の親魚量

191トン最大持続生産量（MSY）

135トン2023年漁期の漁獲量

２．ステークホルダー会合で検討すべき事項
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①資源管理の目標（案）

 資源評価に基づき研究機関から提示された資源管理の目標の案は以下のとおり。

 2023年の親魚量は「これ以上減ってはいけない値」を上回っているが、「維持し、又は回復させるべ

き目標となる値（＝ＭＳＹ水準）」は下回っている。



参考:最大持続生産量（MSY: Maximum Sustainable Yield）

 漁業法では、ＭＳＹは、「現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採
捕することが可能な水産資源の数量の最大値」と定義されている。

 水産資源は再生可能であり、漁業活動によって減少しても元に戻ろうとする力が働く。元に
戻る量（回復量）と同じ量だけ採捕すれば、資源は持続的に利用することができる。

 回復量は、資源量の増大に伴い増加するが、ある程度以上の水準になると生息域や餌の競合
等により減少する。

 資源量を回復量が最大となる水準に維持し、又は回復することで「最大の漁獲（ＭＳＹ）」
を続けることが可能となる※。

【資源量と回復量の関係】

※このほか、資源量が増加することで、①群れの密度が濃くなったり、分布域が拡大したりすることにより漁獲効率が増加する、②
資源量や漁獲量に占める大型魚の割合が増加する、といった変化が生じる。 4



２．ステークホルダー会合で検討すべき事項
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②漁獲シナリオ（案）

 資源評価に基づき研究機関から提示された漁獲シナリオの案は以下のとおり。

 10年後に親魚量が「維持し、又は回復させるべき目標となる値」を50パーセント以上の確率で上回る

ことを基準に漁獲シナリオを決める。

10年後
に目標
を上回
る確率
（％）

漁獲量の予測値（トン）
調整係数
（β）漁獲シナリオ

203520342033203220312030202920282027202620252024
（現在）

61%14113512812211410610194898887

123

0.7
・種苗放流を行う。
・加入は４年後か
ら次第に好転する。

81%120115109103968983767167640.5

96%1051019590837771656056510.4

92%76757574737169656157520.4・種苗放流を行う。
・10年間低加入
のまま。 100%63636261605856524844390.3

56％77726864595554535253510.4
・種苗放流を行わ
ない。
・加入は４年後か
ら次第に好転する。



6

資
源
量

β=0.7
β=0.5

現
在
の
資
源
量

目標となる値
（MSY水準）

10年後
（原則）

現在

【参考】漁獲の強さの調節について（β）

 β（ベータ）は、漁獲の強さを調整する漁獲シナリオの係数。

 最大値は1.0。値が小さくなるほど漁獲の強さを抑えることになるので、ＴＡＣの数字は小さ
くなる。

 現在の資源量が少ないほど、目標を達成しＭＳＹを得るまでの期間（10年が原則）を短くす
るほど、βの値は小さくなる。



２．ステークホルダー会合で検討すべき事項

7

③ＴＡＣ管理の対象範囲（案）

資源評価の対象水域（トラフグ日本

海・東シナ海・瀬戸内海系群の分布

域）に含まれる府県を対象とする。

具体的には、以下のとおり。

秋田県、山形県、新潟県、富山県、石

川県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、

和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広

島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

県、宮崎県、鹿児島県



２．ステークホルダー会合で検討すべき事項

④管理期間（案）

 主要県（全体のおおむね80パーセントの漁獲量を構成する上位県）の漁獲は、10月から翌年３月が

多い。

 主要県の多くは、９月から漁期を開始。

漁期

府県 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
秋田県

山形県

石川県

福井県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県
鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

採捕禁止

採捕禁止

徳島県

香川県

愛媛県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

漁期 主漁期≪各府県の漁業種類ごとの漁期≫

資料：トラフグ資源管理検討会議資料「府県別漁業種別とらふぐ資源管理の取組状況」から作成
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３．今後のスケジュール（案）
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 令和８年３月末までに開催予定の次回ステークホルダー会合では、最新の資源評価結果を説明した

のち、資源管理の目標の案と漁獲シナリオの案について議論する。

 その他、ＴＡＣ管理の実施に向けた課題について、本日の会合を踏まえ必要に応じ議論する。

• 令和４（2022）年12月23日に公表資源評価結果の公表①

• 令和５（2023）年７月に開催
• 参考人等からの意見や論点を整理

資源管理手法検討部会②

• ②で整理された意見や論点を踏まえ、具体的な管理について議論し、
管理の方向性をとりまとめ

ステークホルダー会合
（資源管理方針に関する検討会）

③

• ③でとりまとめられた内容を基に、資源管理基本方針案を作成

• パブリックコメントを実施した後、水産政策審議会資源管理分科会へ
の諮問・答申を経て決定

資源管理基本方針の策定④

管理の開始⑤

新たな資源管理の検討プロセス

本日は第１回会合


